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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　霊芝の乾燥微粉末を有効成分として含有し、
　前記霊芝の乾燥微粉末は、霊芝の子実体そのものを乾燥粉末にしたものである、メラニ
ン産生抑制剤（但し、破砕胞子粉末を含むものを除き、かつ漢方薬アロエ４０－５０重量
部、金銀花２０－２５重量部、バラ花３０－３５重量部、サフラン１－１．５重量部、苦
参１５－２０重量部、甘草１５－２０重量部、藤花１５－２０重量部、チョウセンニンジ
ン６－８重量部、紅参６－８重量部、アメリカニンジン２０－２５重量部、当帰９－１２
重量部、菊花２０－２５重量部、素馨３５－４５重量部及び霊芝４５－５０重量部を含む
組成物を除く。）を含む、メラニン産生抑制用食品組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メラニン産生抑制剤に関する。
【背景技術】
【０００２】
　霊芝は、その薬効効果が注目され、顆粒、錠剤等の形態で健康補助食品として提供され
ている。霊芝の子実体は木質であることから、通常、子実体から抽出したエキスを粉末化
して、顆粒、錠剤、カプセル等といった形態の健康補助食品とすることが行われている。
【０００３】
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　例えば、特許文献１には、茸類の子実体を粉砕する粉砕工程と、粉砕された前記子実体
の粉砕物の嵩密度を計測する嵩密度計測工程と、前記粉砕物から、前記子実体のエキスを
抽出する抽出工程と、抽出された前記エキスを粉末化する粉末化工程と、前記粉末化工程
で得られたエキス粉末を用い、茸類エキス製品を形成する製品形成工程と、を備え、前記
嵩密度計測工程にて計測される前記嵩密度が所定の条件を満たすまで、前記粉砕工程を続
けることを特徴とする茸類エキス製品の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７００５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　霊芝のエキスには、免疫調節作用、抗腫瘍作用等があると言われている。一方、霊芝そ
のものは、食用に適していないことなどから、その薬効効果について充分な検討が行われ
ているとはいえない。
【０００６】
　本発明は、霊芝の新規な用途を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、霊芝の乾燥微粉末が、メラニン産生細胞によるメラニン産生を抑制する
作用を有するという新規な知見を得た。本発明は、この新規な知見に基づくものである。
【０００８】
　すなわち、本発明は、霊芝の乾燥微粉末を有効成分として含有する、メラニン産生抑制
剤を提供する。
【０００９】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、メラニン産生抑制用医薬品、医薬部外品、化粧品又は
食品組成物として使用することもできる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、霊芝の乾燥微粉末を有効成分として含有するメラニン産生抑制剤が提
供される。本発明のメラニン産生抑制剤は、メラニン産生細胞によるメラニン産生を抑制
することができるため、シミ・そばかすの予防、日焼け止め等に使用することもできる。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。ただし、本発明は以下の
実施形態に限定されるものではない。
【００１２】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、霊芝の乾燥微粉末を有効成分として含有する。
【００１３】
　本明細書において、「霊芝」には、マンネンタケ属（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ）に属する担
子菌の子実体が含まれる。霊芝の種類としては、例えば、赤霊芝、黒霊芝、紫霊芝、青霊
芝、黄霊芝及び白霊芝が挙げられる。
【００１４】
　本発明による効果をより一層発揮できることから、霊芝としては、ガノデルマ　ルキド
ゥム（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ　ｌｕｃｉｄｕｍ）に属する霊芝であることが好ましい。ガノ
デルマ　ルキドゥムに属する霊芝は、マンネンタケ（万年茸）又はサイワイタケ（幸茸）
とも呼ばれる。万年茸は、生育条件によって、鹿角霊芝（鹿の角状に子実体が生育したも
の）と呼ばれる子実体を形成することがある。本発明の「霊芝」及び「万年茸」には、こ
の鹿角霊芝も含まれる。
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【００１５】
　本発明で使用する霊芝は、天然のものであってもよく、人工的に栽培したものであって
もよい。
【００１６】
　霊芝の乾燥微粉末は、霊芝の子実体そのものを乾燥粉末にしたものであり、霊芝の子実
体から抽出したエキスを乾燥粉末にしたエキス粉末とは異なる。霊芝の乾燥微粉末は、例
えば、以下の方法で製造することができる。
【００１７】
　霊芝の子実体は、常法に従って得ることができる。具体的には、例えば、おが屑、米ぬ
か、ふすま等を混ぜたもの（これを培地と称する）を培養袋又は広口ビン等の容器に充填
した後、この培地に菌を植え付け、一定期間培養する。すると、菌（菌糸）が容器内の培
地に蔓延し、いわゆる菌床が得られる。この菌床を、所定範囲内の湿度・温度・照度環境
に維持することで、菌床から霊芝の子実体が生えてくる。この環境を一定期間維持して所
望の大きさに生育させることで、霊芝の子実体を得ることができる。
【００１８】
　得られた子実体は、菌床から切り取り、所定期間乾燥させることで、乾燥子実体が得ら
れる。次に、乾燥子実体を、適当な大きさ（例えば、～５ｃｍ程度）にカットした後、回
転刃の付いた破砕装置等で粗粉砕する。次に、粗粉砕した粉末を、乾式ジェットミル等の
粉砕手段によって微粉砕して、霊芝の乾燥微粉末を得ることができる。
【００１９】
　粗粉砕及び微粉砕する際の条件は、得られる乾燥微粉末の嵩密度が０．２０～０．８０
ｇ／ｃｃの範囲になるよう設定するのが好ましい。嵩密度は、霊芝のような菌糸の集合体
からなる試料の粉砕レベルをより正確に反映した指標となるためである。嵩密度は、例え
ば、粉砕時間を変更することにより、制御することができる（粉砕時間を長くすると嵩密
度は大きくなる）。
【００２０】
　乾燥微粉末の嵩密度は、次のようにして測定することができる。まず、所定の容積の容
器に、乾燥微粉末を上方から注ぎ、容器の上端面上方にまで盛り上がるようにする。この
とき、過大な乾燥微粉末の混入を防ぐため、容器に注ぐ乾燥微粉末は、所定メッシュサイ
ズの篩を通すのが好ましい。そして、上端面より盛り上がった乾燥微粉末を、板等によっ
て容器の上端面に沿って摺り切る。この後、容器内に残った乾燥微粉末の重量Ｗを計測し
、これを容器の容積Ｖで除算したものが、嵩密度Ｘとなる。
　Ｘ＝Ｗ／Ｖ［ｇ／ｃｃ］
【００２１】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、有効成分である霊芝の乾燥微粉末のみを含有するもの
であってもよく、本発明による効果を妨げない限り、他の成分を更に含有していてもよい
。他の成分としては、例えば、薬学的に許容される成分（例えば、賦形剤、結合材、滑沢
剤、崩壊剤、乳化剤、界面活性剤、基剤、溶解補助剤、懸濁化剤）、食品として許容され
る成分（例えば、ミネラル類、ビタミン類、フラボノイド類、キノン類、ポリフェノール
類、アミノ酸、核酸、必須脂肪酸、清涼剤、結合剤、甘味料、崩壊剤、滑沢剤、着色料、
香料、安定化剤、防腐剤、徐放調整剤、界面活性剤、溶解剤、湿潤剤、霊芝のエキス粉末
）、公知のメラニン産生抑制剤（例えば、アルブチン）を挙げることができる。
【００２２】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、固体、液体、ペースト等のいずれの形状であってもよ
い。本発明のメラニン産生抑制剤の形態は、使用用途（例えば、医薬品、医薬部外品、化
粧品及び食品組成物）に応じて適宜設定することができる。本発明のメラニン産生抑制剤
は、例えば、有効成分である霊芝の乾燥微粉末と、必要に応じて他の成分とを混合して上
記形状及び形態に成形することによって調製することができる。
【００２３】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び食品組成物そのもの
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として、並びに医薬品、医薬部外品、化粧品及び食品組成物に添加して、メラニン抑制用
途に使用することができる。
【００２４】
　本発明のメラニン産生抑制剤を医薬品若しくは医薬部外品そのものとして、又は医薬品
若しくは医薬部外品に添加して使用する場合、医薬品又は医薬部外品の形態は特に限定さ
れず、例えば、素錠、糖衣錠、顆粒、粉末、タブレット、カプセル（ハードカプセル、ソ
フトカプセル、シームレスカプセル）であってもよい。当該医薬品又は医薬部外品は、経
口で投与されてもよく、非経口投与されてもよい。
【００２５】
　本発明のメラニン産生抑制剤を化粧品そのものとして、又は化粧品に添加して使用する
場合、化粧品の形態は特に限定されず、例えば、化粧水、クリーム、マッサージクリーム
、乳液、ゲル剤、エアゾール剤、エッセンス、パック、洗浄剤、浴用剤、ファンデーショ
ンであってもよい。
【００２６】
　本発明のメラニン産生抑制剤を食品組成物そのものとして、又は食品組成物に添加して
使用する場合、食品組成物の形態は特に限定されず、例えば、飲料（コーヒー、ジュース
、茶飲料、ゼリー飲料等の清涼飲料、乳飲料、乳酸菌飲料、炭酸飲料等）であってよい。
食品組成物としては、食品の３次機能が強調された食品組成物（例えば、健康食品、機能
性表示食品（機能性食品）、栄養補助食品、サプリメント又は特定保健用食品）であるこ
とが好ましい。食品の３次機能が強調された食品組成物の形態としては、上述した食品組
成物の形態に加えて、例えば、素錠、糖衣錠、顆粒、粉末、タブレット、カプセル（ハー
ドカプセル、ソフトカプセル、シームレスカプセル）であってもよい。
【００２７】
　本発明のメラニン産生抑制剤を添加した医薬品、医薬部外品、化粧品又は食品の製法は
特に限定されず、適宜公知の方法に従うことができる。例えば、医薬品、医薬部外品、化
粧品又は食品の製造工程における中間製品又は最終製品に、本発明のメラニン産生抑制剤
を混合等して、上記の用途に用いられる医薬品、医薬部外品、化粧品又は食品を得ること
ができる。
【００２８】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、有効成分量換算で、体重６０ｋｇの成人に一日当たり
０．３ｇ以上３．０ｇ以下の用量で用いることができる。
【００２９】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、一日一回投与又は摂取等されてもよいし、一日二回、
一日三回等、複数回に分けて投与又は摂取等されてもよい。
【００３０】
　本発明のメラニン産生抑制剤は、メラニン産生細胞によるメラニン産生を抑制すること
ができるため、シミ・そばかすの予防（美白）、日焼け止め等に使用することもできる。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明を実施例に基づいてより具体的に説明する。ただし、本発明は以下の実施
例に限定されるものではない。
【００３２】
〔試験例１：メラニン産生抑制試験〕
（鹿角霊芝の乾燥微粉末の調製）
　収穫後、乾燥した鹿角霊芝原体（乾燥子実体）を～５ｃｍ程度にカットし、オリエント
ミルにより３ｍｍ角程度に粗粉砕した。粗粉砕した粉末を乾式ジェットミルで微粉砕し、
霊芝の乾燥微粉末を得た。乾燥微粉末の嵩密度は、０．２０～０．８０ｇ／ｃｃの範囲内
であった。
【００３３】
　乾燥微粉末の嵩密度は、以下のようにして測定した。体積２０ｍＬの測定用セルに４２
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メッシュの目開きの篩を通して乾燥微粉末を落下させ、測定用セルの上端面より盛り上が
った乾燥微粉末を板によって測定用セルの上端面に沿って摺り切った。この状態で体積２
０ｍＬあたりの乾燥微粉末の重量を測定し、嵩密度を算出した。
【００３４】
（鹿角霊芝のエキス粉末の調製）
　比較対照として、鹿角霊芝のエキス粉末を調製した。実施例１と同様にして、乾燥微粉
末を得た。得られた乾燥微粉末を、含水エタノール溶液（エタノール濃度３０ｖ／ｖ％）
でエキス抽出し、残渣を含んだ状態のスラリー状エキスをスプレードライにより乾燥し、
エキス粉末を得た。乾燥処理は入熱１８５℃、排熱９５℃、ノズル口径１．３ｍｍ、噴霧
圧力１７０ｋｇ／ｃｍ２、溶液濃度１０～１５％で行った。
【００３５】
（メラニン産生抑制試験）
　マウスＢ１６メラノーマ細胞を１０％ＦＢＳ含有Ｄ－ＭＥＭ培地で２４時間培養した。
次いで、α－メラノサイト刺激ホルモン（α－ＭＳＨ：終濃度５μｍｏｌ／Ｌ）及び検体
（表１及び表２に示す終濃度の乾燥微粉末又はエキス粉末）を添加し、５％ＣＯ２存在下
、３７℃で７２時間培養した。培養後、上清を除去し、２Ｍ　ＮａＯＨ及び１０％ＤＭＳ
Ｏ溶液を添加してマウスＢ１６メラノーマ細胞を溶解し、４０５ｎｍにおける吸光度を測
定した。未処置対照（α－ＭＳＨのみ添加したもの）の４０５ｎｍにおける吸光度に対す
る相対値として、メラニン産生率（％）を算出した。また、陽性対照として、検体に代え
てアルブチン（終濃度１ｍｍｏｌ／Ｌ）を添加したものについても同様に測定した。アル
ブチンは、メラニン合成を阻害することが知られている。
【００３６】
　メラニン産生抑制試験の結果を表１及び表２に示す。表１及び表２に示したメラニン産
生率は、各サンプルについて独立して３回測定を行って得られた測定結果の平均値及び標
準偏差である。
【００３７】
【表１】

【００３８】
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【表２】

【００３９】
　鹿角霊芝の乾燥微粉末は、用量依存的にメラニン産生率が減少しており、メラニン産生
を抑制した。鹿角霊芝の乾燥微粉末は、鹿角霊芝のエキス粉末よりも、メラニン産生を強
く抑制した。
【００４０】
〔試験例２：細胞生存試験〕
　試験例１で調製した鹿角霊芝の乾燥微粉末及びエキス粉末を使用し、細胞生存試験を行
った。マウスＢ１６メラノーマ細胞を１０％ＦＢＳ含有Ｄ－ＭＥＭ培地で２４時間培養し
た。次いで、α－メラノサイト刺激ホルモン（α－ＭＳＨ：終濃度５μｍｏｌ／Ｌ）及び
検体（表３及び表４に示す終濃度の乾燥微粉末又はエキス粉末）を添加し、５％ＣＯ２存
在下、３７℃で７２時間培養した。培養後、ＭＴＴアッセイにより、細胞の生存率を測定
した。未処置対照（α－ＭＳＨのみ添加したもの）の測定値に対する相対値として、細胞
生存率（％）を算出した。また、陽性対照として、検体に代えてアルブチン（終濃度１ｍ
ｍｏｌ／Ｌ）を添加したものについても同様に測定した。
【００４１】
　細胞生存試験の結果を表３及び表４に示す。表３及び表４に示した細胞生存率は、各サ
ンプルについて独立して３回測定を行って得られた測定結果の平均値及び標準偏差である
。
【００４２】
【表３】

【００４３】
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【表４】

【００４４】
　鹿角霊芝の乾燥微粉末を６２．５～５００μｇ／ｍＬの範囲で添加した場合は、細胞の
生存率に影響を与えることなく、メラニン抑制作用を奏することが示された。
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